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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特定案内状態と通常案内状態とに切り替え可能な可動手段（４０）と、前記可動手段（
４０）が前記特定案内状態のときにその可動手段（４０）の下流側で遊技球を検出する検
出スイッチ（７４）とを備え、前記検出スイッチ（７４）が遊技球を検出することに基づ
いて利益を付与するように構成された弾球遊技機において、前記可動手段（４０）による
前記特定案内状態と前記通常案内状態との切り替え動作に対応して特定検出状態と非特定
検出状態とに切り替わるように構成された検出手段（７１）を備え、前記検出手段（７１
）が前記非特定検出状態から前記特定検出状態に切り替わったときに前記特定案内状態の
継続時間についての計時を開始し、前記特定案内状態の継続時間が予め定められた特定エ
ラー判定時間を超えた場合に所定のエラー処理を実行するように構成されていることを特
徴とする弾球遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機、アレンジボール機等の弾球遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機、アレンジボール機等の弾球遊技機では、例えば入球手段の内部に特定領域
と通常領域とを設けると共に、入球手段に入球した遊技球を特定領域側に案内する特定案
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内状態と通常領域側に案内する通常案内状態とに切り替え可能な振り分け可動手段を例え
ば一定周期で作動させ、遊技球が特定領域側に案内されることに基づいて遊技者に有利な
利益状態を発生させるように構成したものが知られている（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１１９１１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このような弾球遊技機においては、振り分け可動手段の動作に異常が生じると、例えば
振分率が設定値から大きく外れるため、これを放置すると、遊技者が不測の不利益を被っ
たり、逆に遊技者の利益が不当に大きくなるなどの問題が発生し、何らかのトラブルの原
因となる可能性がある。
【０００５】
　また、振り分け可動手段の動作異常は不正行為によっても生じ得るため、不正行為によ
る被害を防止するという観点からも、振り分け可動手段の動作異常を少しでも早く発見で
きるようにすることが望ましい。
【０００６】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、振り分け可動手段の動作異常を早期に
発見することができ、無用のトラブルや不正行為による損害を防止することが可能な弾球
遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、特定案内状態と通常案内状態とに切り替え可能な可動手段４０と、前記可動
手段４０が前記特定案内状態のときにその可動手段４０の下流側で遊技球を検出する検出
スイッチ７４とを備え、前記検出スイッチ７４が遊技球を検出することに基づいて利益を
付与するように構成された弾球遊技機において、前記可動手段４０による前記特定案内状
態と前記通常案内状態との切り替え動作に対応して特定検出状態と非特定検出状態とに切
り替わるように構成された検出手段７１を備え、前記検出手段７１が前記非特定検出状態
から前記特定検出状態に切り替わったときに前記特定案内状態の継続時間についての計時
を開始し、前記特定案内状態の継続時間が予め定められた特定エラー判定時間を超えた場
合に所定のエラー処理を実行するように構成されているものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、振り分け可動手段４０の動作異常を早期に発見することができ、無用
のトラブルや不正行為による損害を防止することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態におけるパチンコ機の全体斜視図である。
【図２】遊技盤の正面図である。
【図３】振り分け入賞手段の左右方向中央における側面断面図である。
【図４】図３におけるＡ矢視断面図である。
【図５】図３におけるＢ矢視断面図である。
【図６】図３におけるＣ矢視断面図である。
【図７】停留手段が停留位置にあるときの振り分け入賞手段の断面斜視図である。
【図８】停留手段が停留解除位置にあるときの振り分け入賞手段の断面斜視図である。
【図９】振り分け可動手段、原点検出スイッチ等の概略斜視図である。
【図１０】制御系のブロック図である。
【図１１】振り分けエラー判定処理のフローチャートである。
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【図１２】エラー発生判定処理のフローチャートである。
【図１３】計時開始処理のフローチャートである。
【図１４】判定処理のフローチャートである。
【図１５】エラー解除判定処理のフローチャートである。
【図１６】振り分け制御手段による駆動パターン（振り分けパターン）と原点検出スイッ
チのＯＮ／ＯＦＦ、エラー状態の発生／停止との対応関係の一例を示すタイムチャートで
ある。
【図１７】振り分け制御手段による駆動パターン（振り分けパターン）と原点検出スイッ
チのＯＮ／ＯＦＦ、エラー状態の発生／停止との対応関係の一例を示すタイムチャートで
ある。
【図１８】エラー解除判定処理の変更例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳述する。図１～図１７は本発明をパチンコ
機に採用した一実施形態を例示している。図１において、遊技機本体１は、矩形状の外枠
２と、この外枠２の前側に開閉自在に枢着された前枠３とを備えている。前枠３の前側に
は、ガラス扉４と前面板５とが上下に配置され、前枠３に開閉自在に枢支されている。
【００１１】
　前面板５には、その前側に、発射手段（図示省略）に供給するための遊技球を貯留する
貯留皿６、発射手段を作動させるための発射ハンドル７等が設けられている。
【００１２】
　ガラス扉４の裏側には、図２に示す遊技盤１１が着脱自在に装着されている。遊技盤１
１の前面側には、発射手段から発射された遊技球を案内するガイドレール１２が環状に装
着されると共に、そのガイドレール１２の内側の遊技領域１３内には、例えばその略中央
に振り分け入賞手段１４が、その周囲に普通図柄始動手段１５、普通図柄表示手段２４、
普通演出図柄表示手段１６、特別図柄始動手段１７、特別図柄表示手段２５、大入賞手段
１８、普通入賞手段１９、アウト口２０等が配置されている。振り分け入賞手段１４上に
は、例えば振り分け演出図柄表示手段２１が設けられている。
【００１３】
　普通図柄始動手段１５は、普通図柄表示手段２４による図柄変動を開始させるためのも
ので、遊技球が通過可能な通過ゲート等により構成されており、例えば振り分け入賞手段
１４の左側に配置されている。
【００１４】
　普通図柄表示手段２４は、普通図柄を変動表示するためのもので、７セグメント式等の
表示手段により構成され、なるべく目立たないように例えば遊技領域１３内の周辺部に小
さく設けられており、普通図柄始動手段１５が遊技球を検出することを条件に普通図柄を
所定時間変動表示して、普通図柄始動手段１５による遊技球検出時に取得された当たり判
定乱数値が予め定められた当たり判定値と一致する場合には所定の当たり態様で、一致し
ない場合には所定の外れ態様で停止させるようになっている。
【００１５】
　また、例えば普通図柄表示手段２４の変動表示中に普通図柄始動手段１５が遊技球を検
出した場合には、その検出時に取得された当たり判定乱数値が予め定められた上限保留個
数、例えば４個を限度として記憶され、その後に普通図柄表示手段２４が変動可能となる
毎に順次消化されるようになっている。なお、普通図柄には、遊技者がその種類を容易に
区別できないように任意の線や点の組み合わせのような特別な意味を持たない図柄を割り
当てることが望ましい。
【００１６】
　普通演出図柄表示手段１６は、普通図柄表示手段２４による普通図柄の変動を演出する
もので、普通図柄表示手段２４よりも目立つように例えば振り分け入賞手段１４の上側に
大きく設けられている。普通演出図柄表示手段１６は、１個又は複数個、例えば３個の数
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字図柄等よりなる普通演出図柄を変動表示可能に構成されており、ある時は普通図柄表示
手段２４による普通図柄の変動と時間的に同期して普通演出図柄を変動させ、またある時
は普通図柄の変動と同期することなく普通演出図柄を独自に変動させ又はその他の演出画
像を表示させるように構成されている。
【００１７】
　普通演出図柄には、例えば「０」～「９」の１０種類の数字図柄が用いられ、「６・６
・６」「７・７・７」等、３つの図柄が全て同じ図柄で揃ったものが当たり態様、少なく
とも１つの図柄が異なるものが外れ態様となっており、例えば普通図柄の変動と時間的に
同期して変動表示される場合には、普通図柄が当たり態様で停止する場合は当たり態様で
、普通図柄が外れ態様で停止する場合は外れ態様で、夫々停止するようになっている。
【００１８】
　なお、普通図柄表示手段２４による普通図柄の変動は後述する大当たり状態中も行われ
るが、普通演出図柄表示手段１６は大当たり状態中には所定の大当たり演出を行うように
なっている。
【００１９】
　特別図柄始動手段１７は、特別図柄表示手段２５による図柄変動を開始させるためのも
ので、開閉手段２３により遊技球が入賞可能な開状態と入賞不可能な閉状態とに切り替え
可能な作動式入賞手段により構成されており、例えば振り分け入賞手段１４の下側に配置
されている。この特別図柄始動手段１７は、普通図柄表示手段２４による普通図柄の変動
後の停止図柄が当たり態様となって普通利益状態が発生したときに、開閉手段２３が所定
時間、所定回数だけ閉状態から開状態に変化して、開状態のときに入賞した遊技球を検出
するように構成されている。
【００２０】
　特別図柄表示手段２５は、特別図柄を変動表示するためのもので、７セグメント式等の
表示手段により構成され、なるべく目立たないように例えば遊技領域１３内の周辺部に小
さく設けられており、特別図柄始動手段１７が遊技球を検出することを条件に特別図柄を
所定時間変動表示して、特別図柄始動手段１７による遊技球検出時に取得された大当たり
判定乱数値が予め定められた大当たり判定値と一致する場合には例えば大当たり態様に対
応する「７」等の図柄で、それ以外の場合には小当たり態様に対応する図柄で夫々停止す
るようになっている。
【００２１】
　なお、本実施形態では特別図柄表示手段２５については普通図柄表示手段２４のような
保留機能、即ち例えば特別図柄表示手段２５の変動表示中に特別図柄始動手段１７に遊技
球が入賞した場合にその入賞時に取得された大当たり判定乱数値等を夫々所定の上限保留
個数を限度として記憶する機能を設けていないが、特別図柄表示手段２５についても保留
機能を設けてもよい。
【００２２】
　振り分け入賞手段１４は、図３～図８に示すように、遊技盤１１の前面に沿って配置さ
れ且つねじ止め等により遊技盤１１に固定される前面装着板３１と、この前面装着板３１
の前側に突出状に設けられる前構造体３２と、前面装着板３１の裏側に突出状に設けられ
且つ装着孔１１ａに前側から嵌合する後構造体３３とで構成され、前構造体３２側に設け
られ且つ開閉羽根３４により遊技球が入賞可能な開状態と入賞不可能な閉状態とに切り替
え可能な開閉式入賞口３５と、例えば後構造体３３側に設けられ且つ開閉式入賞口３５に
入賞した遊技球を所定の停留位置３６で一旦停留させた後で停留解除動作を行う停留手段
３７と、例えば後構造体３３側に設けられ且つ停留手段３７による停留が解除された後の
遊技球を特定通路（特定領域）３８側に案内する特定案内状態と通常通路（通常領域）３
９側に案内する通常案内状態とに切り替え可能な振り分け可動手段４０とを備えている。
【００２３】
　前構造体３２は、前面装着板３１の上部側に設けられ且つ例えば振り分け演出図柄表示
手段２１等が配置された庇部３２ａと、前面装着板３１の下部側に設けられる前部通路ケ
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ース３２ｂとで構成されており、それら庇部３２ａと前部通路ケース３２ｂとの間に入賞
室４１が設けられ、その入賞室４１の内外を連通させるように左右一対の開閉式入賞口３
５が形成されている。
【００２４】
　開閉式入賞口３５は、前後方向の軸廻りに揺動可能な開閉羽根３４によって通常は閉状
態（図４に一点鎖線で示す）に保たれており、例えば特別図柄表示手段２５による特別図
柄の変動後の停止図柄が小当たり態様となって小当たり状態が発生したとき、電磁ソレノ
イド等の開閉駆動手段４２が作動することにより開閉羽根３４が外向きに揺動して所定時
間開状態（図４に実線で示す）となり、その上に落下した遊技球を入賞室４１側に案内す
るようになっている。
【００２５】
　前部通路ケース３２ｂには、図３及び図４に示すように、左右の開閉式入賞口３５の内
側近傍に配置され且つ開閉式入賞口３５に入賞した遊技球を検出する左右一対の入賞検出
スイッチ４３と、その入賞検出スイッチ４３の下流側から左右方向中央の合流案内部４４
まで遊技球を案内する左右一対の合流通路４５とが設けられており、開閉式入賞口３５に
入賞した遊技球は、図３，図４に矢印で示すように左右の入賞検出スイッチ４３の何れか
を通過した後、合流通路４５を経て合流案内部４４まで流下するようになっている。合流
案内部４４は後ろ向き傾斜状に形成されており、合流通路４５側から流入した遊技球を後
ろ向きに案内するようになっている。
【００２６】
　後構造体３３は、図３に示すように、前面装着板３１の裏側に沿って遊技盤１１の板厚
範囲内に配置される一層目の後部第１通路ケース４６と、遊技盤１１の背面側に沿ってそ
の後側に配置される二層目の後部第２通路ケース４７と、その後部第２通路ケース４７の
後側に設けられ且つ開閉駆動手段４２等が配置される駆動ケース４８とで構成されている
。
【００２７】
　後部第１通路ケース４６には、図３，図５，図７等に示すように、その上部側の左右方
向中央に停留部５１が、その停留部５１の左右両側に余剰球案内部５２が設けられている
。停留部５１は、合流案内部４４の後側に対応してそれよりも低い位置に設けられ、合流
案内部４４により後ろ向きに案内された遊技球はこの停留部５１上に落下するようになっ
ている。また、この停留部５１上には、上向き突出状の突条５３が前後方向に配置されて
おり、この突条５３上が、停留手段３７により遊技球が一時停留される停留位置３６とな
っている。
【００２８】
　停留手段３７は、その前端側に停留保持部５４が設けられた停留可動部材５５と、この
停留可動部材５５を前後方向にスライド移動させる電磁ソレノイド等よりなる停留駆動手
段５６とを備えており、例えば停留駆動手段５６が作動することにより停留可動部材５５
が図３，図７等に示す前位置にあるとき、停留保持部５４が停留部５１上に位置するよう
になっている。なお、停留駆動手段５６は例えば駆動ケース４８上に配置されている。
【００２９】
　停留保持部５４は、左右一対の側壁５４ａと、それら左右の側壁５４ａの前端側及び後
端側を夫々左右に接続する前壁５４ｂ及び後壁５４ｃとで構成され、その内側に遊技球１
個分の貫通孔５７が上下方向に形成されており、例えば停留駆動手段５６が作動して停留
保持部５４が停留部５１上の停留位置３６にあるとき（図７参照）、貫通孔５７の下側が
突条５３により遊技球通過不能に閉鎖され、その上側に落下してきた遊技球はその停留保
持部５４内に保持されて停留位置３６に停留するようになっている。
【００３０】
　なお、停留保持部５４により１個の遊技球が保持されている状態で更に後続の遊技球が
流下してきた場合には、その遊技球は停留保持部５４に保持されることなく左右の余剰球
案内部５２側に流下し、更にその後ろ側の余剰球通路５８を経て遊技盤１１の後側に案内
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されるようになっている。
【００３１】
　後部第２通路ケース４７には、図３，図６，図８等に示すように、上下方向の停留球流
下口６１と、この停留球流下口６１の下側に配置される上下方向の特定通路流入口６２と
、この特定通路流入口６２の下側に配置される上下方向の特定通路３８と、停留球流下口
６１と特定通路流入口６２との間から例えば左右方向の一方側に向けて配置される通常通
路３９と、例えば停留球流下口６１の左右両側に外向きに配置される余剰球通路５８とが
設けられている。
【００３２】
　停留球流下口６１は、停留部５１の後側に上向き開口状に設けられており、例えば停留
駆動手段５６が作動していないことにより停留手段３７の停留可動部材５５が図８に示す
後位置に保持されているとき、停留保持部５４がこの停留球流下口６１上に位置するよう
になっている。停留保持部５４に１個の遊技球が停留している状態（図７）で例えば停留
駆動手段５６の作動が停止されることにより停留可動部材５５が後ろ向きに移動し、停留
保持部５４がその遊技球と共に停留球流下口６１上の停留解除位置に到達すると（図８）
、停留保持部５４の貫通孔５７は突条５３による閉鎖状態から開放され、停留保持部５４
内に保持されていた遊技球はその貫通孔５７を下向きに通過して停留球流下口６１内に流
下する。
【００３３】
　停留球流下口６１の下側には少なくとも遊技球１個分の通路長さの分岐部６４が設けら
れ、その分岐部６４の下側に特定通路流入口６２を経て特定通路３８が、左右方向一方側
に通常通路３９が夫々連通しており、特定通路流入口６２は振り分け可動手段４０により
開閉可能となっている。
【００３４】
　振り分け可動手段４０は、図３，図７～図９に示すように、前後方向にスライド可能に
支持された振り分け可動部材６５と、この振り分け可動部材６５を、特定通路流入口６２
を閉鎖する特定通路閉鎖位置（図３、図９（ａ））と、その後側に待避して特定通路流入
口６２を開放する特定通路開放位置（図９（ｂ））との間で前後方向にスライド移動させ
る電磁ソレノイド等よりなる振り分け駆動手段６６と、この振り分け駆動手段６６の駆動
軸６６ａと振り分け可動部材６５とを連動させるジョイント部材６７及び連動アーム６８
とを備えている。
【００３５】
　振り分け可動部材６５は、遊技球を通常通路３９側に案内するようにその上面側が例え
ば左右方向の傾斜状に形成されており、前側の特定通路閉鎖位置にあるとき、停留球流下
口６１側から流下してきた遊技球を図８に一点鎖線矢印で示すように通常通路３９側に案
内し（通常案内状態）、後側の特定通路開放位置にあるとき、停留球流下口６１側から流
下してきた遊技球を図８に実線矢印で示すように特定通路流入口６２を介して特定通路３
８側に案内する（特定案内状態）ようになっている。なお、振り分け可動部材６５の後端
側には、連動アーム６８側の可動側係合部６８ａが係合する左右方向の可動側係合軸６５
ａ（図３）が一体に設けられている。
【００３６】
　振り分け駆動手段６６は、例えば振り分け可動部材６５の後側に配置され、その駆動軸
６６ａを前側に向けた状態で例えば駆動ケース４８上に固定されており、例えばＯＦＦ状
態のときに駆動軸６６ａが前側に突出し、ＯＮ状態で駆動軸６６ａが後側に待避するよう
に構成されている。なお、駆動軸６６ａの先端側には、連動アーム６８側の駆動側係合軸
６８ｂに係合する駆動側係合部６７ａを備えたジョイント部材６７が固定されている。
【００３７】
　連動アーム６８は、振り分け可動部材６５の後端側とジョイント部材６７とを連動させ
るためのもので、略上下方向に配置され、例えばその上端側に設けられた左右方向の揺動
軸６８ｃにおいて例えば駆動ケース４８上の軸受部４８ａにより揺動自在に支持されると
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共に、例えばその下端側に設けられた可動側係合部６８ａが振り分け可動部材６５側の可
動側係合軸６５ａに、また例えばその長手方向の中間部分に設けられた左右方向の駆動側
係合軸６８ｂがジョイント部材６７側の駆動側係合部６７ａに、夫々回転自在に係合して
いる。
【００３８】
　これにより、振り分け駆動手段６６の駆動軸６６ａの動作が振り分け可動部材６５側に
伝達され、例えば振り分け駆動手段６６がＯＦＦ状態で駆動軸６６ａが前側に突出した状
態のときに振り分け可動部材６５が前側の特定通路閉鎖位置に保持され（図９（ａ））、
振り分け駆動手段６６がＯＮ状態となって駆動軸６６ａが後側に待避したとき、振り分け
可動部材６５が後側の特定通路開放位置まで移動する（図９（ｂ））ようになっている。
【００３９】
　また振り分け可動手段４０の近傍には、図９に示すように、振り分け可動手段４０によ
る特定案内状態と通常案内状態との切り替え動作に対応して特定検出状態と非特定検出状
態とに切り替わることにより振り分け可動手段４０の動作状態を検出する原点検出スイッ
チ（振り分け状態検出手段）７１が設けられている。この原点検出スイッチ７１は、例え
ば互いに対向する投光部と受光部とを備えた略コの字型の透過型フォトセンサにより構成
されており、振り分け駆動手段６６がＯＮ状態になって振り分け可動部材６５が後側の特
定通路開放位置にあるときに例えばジョイント部材６７上に設けられた突起状の被検出部
７２を検出してＯＮ（特定検出状態）となり（図９（ｂ））、振り分け駆動手段６６がＯ
ＦＦ状態になって振り分け可動部材６５が前側の特定通路閉鎖位置に移動する途中で被検
出部７２の検出状態が解除されてＯＦＦ（非特定検出状態）となるように（図９（ａ））
、センサ基板７３を介して例えば駆動ケース４８上に固定されている。
【００４０】
　なお、原点検出スイッチ７１のＯＮ（特定検出状態）／ＯＦＦ（非特定検出状態）の範
囲と、振り分け可動手段４０の特定案内状態／通常案内状態の範囲とが完全に一致すれば
理想的であるが、実際上は困難であるため、原点検出スイッチ７１がＯＮ（特定検出状態
）のときには振り分け可動手段４０が必ず特定案内状態であるように、即ち振り分け可動
手段４０が特定案内状態にある範囲内で原点検出スイッチ７１のＯＮ／ＯＦＦが切り替わ
るように構成することが望ましい。
【００４１】
　以上の振り分け可動手段４０により特定通路３８側、通常通路３９側に案内された遊技
球は共に下流端側の特定通路排出口３８ａ、通常通路排出口３９ａから遊技盤１１の裏側
に向けて排出されるが、特定通路３８側に案内された遊技球については、その特定通路３
８を通過する際に特定領域検出スイッチ７４によって検出される。
【００４２】
　なお、特定通路３８の前側には、特定通路流入口６２及び特定領域検出スイッチ７４を
経由することなく分岐部６４と特定通路排出口３８ａとを接続するバイパス通路７５が設
けられており、例えば特定通路流入口６２が開放するまで遊技球を分岐部６４で不正に停
留させるべく、振り分け入賞手段１４の前側に磁石が置かれたような場合には、遊技球は
その磁石に引かれて前側のバイパス通路７５に流入し、特定通路３８側に誘導することは
できないようになっている。
【００４３】
　振り分け演出図柄表示手段２１は、振り分け可動手段４０による遊技球の振り分け動作
を演出するもので、７セグメント式等の表示手段により例えば１個の振り分け演出図柄を
変動表示可能に構成されている。この振り分け演出図柄表示手段２１は、例えば開閉式入
賞口３５に遊技球が入賞することを条件に振り分け演出図柄の変動を開始し、その遊技球
が振り分け可動手段４０により特定通路３８側に振り分けられた場合に「７」等の特定図
柄で、それ以外の場合に「－」等の非特定図柄で停止するように構成されている。
【００４４】
　大入賞手段１８は、遊技球が入賞可能な開状態と入賞不可能な閉状態とに切り替え可能
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な開閉板７６を備えた作動式入賞手段により構成され、例えば振り分け入賞手段１４の右
側に配置されている。この大入賞手段１８は、特別図柄表示手段２５による特別図柄の変
動後の停止図柄が大当たり態様となるか、又は振り分け入賞手段１４の開閉式入賞口３５
に入賞した遊技球が特定通路３８側に振り分けられることにより大当たり状態が発生した
ときに、開閉板７６が所定の開放パターンに従って前側に開放して、その上に落下した遊
技球を内部へと入賞させるようになっている。
【００４５】
　なお、遊技領域１３の下部側には多数の入球口が横一列に配列されており、それらのう
ちの１又は複数個が普通入賞手段１９で、それ以外は全てアウト口２０となっている。
【００４６】
　図１０は本パチンコ機の制御系のブロック図である。図１０において、８０ａは主制御
基板、８０ｂは演出制御基板で、これら各制御基板８０ａ，８０ｂは、遊技盤１１の裏側
等、前枠３及び遊技盤１１を含む遊技機本体１の裏側の適宜箇所に着脱自在に装着された
基板ケースに夫々収納されている。
【００４７】
　主制御基板８０ａは、主に遊技盤１１側の遊技動作に関わる制御を行うためのもので、
ＣＰＵ，ＲＯＭ，ＲＡＭ等により構成される普通乱数作成処理手段８１、普通始動口チェ
ック処理手段８２、普通乱数記憶手段８３、普通図柄処理手段８４、普通図柄表示制御手
段８５、普通利益状態発生手段８６、特別乱数作成処理手段９１、特別始動口チェック処
理手段９２、特別乱数記憶手段９３、特別図柄処理手段９４、特別図柄表示制御手段９５
、振り分け入賞制御手段９６、大当たり状態発生手段９７、振り分け動作エラー判定手段
９８、エラー処理手段９９、制御コマンド送信手段１００等を備えている。
【００４８】
　普通乱数作成処理手段８１は、変動後の普通図柄を当たり態様とするか否かの判定に用
いる当たり判定乱数等を所定時間毎に繰り返し発生するように構成されている。普通始動
口チェック処理手段８２は、普通図柄始動手段１５による遊技球の検出に基づく処理を行
うもので、普通図柄始動手段１５が遊技球を検出することに基づいて、普通乱数作成処理
手段８１で作成された当たり判定乱数値を１個取得し、その当たり判定乱数値を予め定め
られた上限保留個数（例えば４個）を限度として普通乱数記憶手段８３に記憶させるよう
に構成されている。
【００４９】
　普通図柄処理手段８４は、普通図柄の変動表示に関する処理を行うもので、普通図柄表
示手段２４が変動表示可能な状態となり且つ普通乱数記憶手段８３に１個以上の当たり判
定乱数値が記憶されていること（普通保留個数が１以上であること）を条件に、普通乱数
記憶手段８３に最も早く記憶された当たり判定乱数値を取り出し、その当たり判定乱数値
が予め定められた当たり判定値と一致するか否かに応じて当たり／外れの判定を行う当た
り判定機能、当たり／外れの判定結果に基づいて普通図柄の変動後の停止図柄の種類を選
択する普通停止図柄選択機能、普通図柄の変動時間を選択する変動時間選択機能等を備え
ている。
【００５０】
　普通図柄表示制御手段８５は、普通図柄処理手段８４による普通図柄処理に基づいて普
通図柄表示手段２４の表示制御を行うもので、普通図柄表示手段２４が変動表示可能な状
態となり且つ普通乱数記憶手段８３に１個以上の当たり判定乱数値が記憶されていること
（普通保留個数が１以上であること）を条件に普通図柄表示手段２４による普通図柄の変
動を開始させ、普通図柄処理手段８４で選択された変動時間が経過することに基づいて、
同じく普通図柄処理手段８４で選択された停止図柄で普通図柄の変動を停止させるように
なっている。
【００５１】
　普通利益状態発生手段８６は、普通図柄処理手段８４による判定結果が当たり判定とな
り、普通図柄表示手段２４の変動後の停止図柄が当たり態様となったときに、特別図柄始
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動手段１７の開閉手段２３を所定時間開状態に変化させるようになっている。
【００５２】
　特別乱数作成処理手段９１は、変動後の特別図柄を大当たり態様、小当たり態様の何れ
にするかについての判定に用いる大当たり判定乱数、特別図柄の変動後の停止図柄の選択
に用いる特別停止図柄選択乱数、特別図柄の変動パターンの選択に用いる変動パターン選
択乱数、その他の所定の乱数を繰り返し発生する特別乱数作成処理を行うように構成され
ている。
【００５３】
　特別始動口チェック処理手段９２は、特別図柄始動手段１７への遊技球の入賞に基づく
処理を行うもので、特別図柄始動手段１７が遊技球を検出することに基づいて、特別乱数
作成処理手段９１で作成された大当たり判定乱数値等を取得し、特別乱数記憶手段９３に
記憶させるように構成されている。
【００５４】
　特別図柄処理手段９４は、特別図柄の変動表示に関する処理を行うもので、特別図柄表
示手段２５が変動表示可能な状態となったときに、特別乱数記憶手段９３に記憶された大
当たり判定乱数値が予め定められた大当たり判定値と一致するか否かに応じて大当たり／
小当たりの判定を行う大当たり判定機能、その大当たり／小当たりの判定結果等に基づい
て特別図柄の変動後の停止図柄を選択する特別停止図柄選択機能、大当たり／小当たりの
判定結果等に基づいて特別図柄の変動パターンを選択する変動パターン選択機能等を備え
ている。
【００５５】
　特別図柄表示制御手段９５は、特別図柄表示手段２５の表示制御を行うもので、特別図
柄処理手段９４による特別図柄処理に基づいて、特別図柄表示手段２５により特別図柄の
変動を所定の変動パターンに従って開始させ、その変動パターンに対応する変動時間が経
過したときに、所定の停止図柄で特別図柄の変動を停止させるようになっている。
【００５６】
　振り分け入賞制御手段９６は、振り分け入賞手段１４の動作を制御するもので、開閉制
御手段１０１、停留制御手段１０２、振り分け制御手段１０３等を備えている。開閉制御
手段１０１は、開閉羽根３４を駆動する開閉駆動手段４２を制御するもので、特別図柄処
理手段９４による大当たり／小当たりの判定結果が小当たり判定となり、特別図柄表示手
段２５による特別図柄の変動後の停止図柄が小当たり態様となったときに、開閉駆動手段
４２を所定時間作動させることにより、閉状態に保持されていた開閉羽根３４を所定時間
開状態に切り替えて開閉式入賞口３５を開放するようになっている。
【００５７】
　停留制御手段１０２は、停留可動部材５５を駆動する停留駆動手段５６を制御するもの
で、例えば開閉式入賞口３５の開放と略同時に停留駆動手段５６を作動させることにより
、停留可動部材５５の停留保持部５４を停留球流下口６１上の停留解除位置からその前側
の停留部５１上の停留位置３６まで移動させて保持し（図７）、それから一定時間経過後
に停留駆動手段５６の作動を停止することにより、停留可動部材５５の停留保持部５４を
停留部５１上からその後側の停留球流下口６１上の停留解除位置まで移動させる（停留解
除動作）（図８）ようになっている。
【００５８】
　振り分け制御手段１０３は、振り分け可動手段４０による振り分け動作を制御するもの
で、所定の振り分けパターンに従って特定案内状態と通常案内状態とに交互に切り替える
べく振り分け駆動手段６６を制御するように構成されている。本実施形態では、特定案内
状態の継続時間（以下、特定継続時間という）と、通常案内状態の継続時間（以下、通常
継続時間という）とが夫々常に一定に維持される振り分けパターンが採用されており、例
えば特定継続時間が６００ｍｓ、通常継続時間が５４００ｍｓの６０００ｍｓ周期で振り
分け動作が繰り返されるようになっている。
【００５９】
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　大当たり状態発生手段（利益状態発生手段）９７は、特別図柄処理手段９４による判定
結果が大当たり判定となって特別図柄が大当たり態様で停止するか、又は振り分け入賞手
段１４の開閉式入賞口３５に入賞した遊技球が特定通路３８側に振り分けられて特定領域
検出スイッチ７４がその遊技球を検出したときに、大入賞手段１８の開閉板７６が所定の
開放パターンに従って前側に開放する大当たり状態を発生させるように構成されている。
なお、不正行為による大当たり発生を防止すべく、特定領域検出スイッチ７４による検出
は停留解除動作の前後一定期間等に限って有効化することが望ましい。
【００６０】
　振り分け動作エラー判定手段９８は、振り分け可動手段４０による振り分け動作に関す
るエラー判定を行うもので、例えば所定時間（４ｍｓ等の微少時間）毎に振り分けエラー
判定処理を実行するように構成されている。
【００６１】
　振り分け動作エラー判定手段９８による振り分けエラー判定処理では、例えば図１１に
示すように、まずエラーフラグの値が判定される（Ｓ１）。ここで、エラーフラグには例
えばエラー状態中でない場合は０が、エラー状態中で且つエラー原因が既に解消されてい
る場合には１が、エラー状態中で且つエラー原因が未だ解消されていない場合には２が設
定されるようになっている。
【００６２】
　そして、Ｓ１でエラーフラグが０であると判定された場合（Ｓ１：Ｙｅｓ）には例えば
図１２に示すエラー発生判定処理（Ｓ２）が実行される。このエラー発生判定処理（図１
２）では、まず原点検出スイッチ７１の検出状態に変化があったか否か、即ちＯＮ→ＯＦ
Ｆ又はＯＦＦ→ＯＮとなったか否かが判定される（Ｓ１１）。そして、Ｓ１１で原点検出
スイッチ７１の検出状態に変化があったと判定された場合（Ｓ１１：Ｙｅｓ）には、例え
ば図１３に示す計時開始処理（Ｓ１２）が実行される。
【００６３】
　この計時開始処理（図１３）では、原点検出スイッチ７１の検出状態の変化がＯＦＦ→
ＯＮ、ＯＮ→ＯＦＦの何れであるかが判定され（Ｓ２１）、ＯＦＦ→ＯＮ（Ｓ２１：Ｙｅ
ｓ）であれば特定検出継続時間の計時が新たに開始され（Ｓ２２）、ＯＮ→ＯＦＦ（Ｓ２
１：Ｎｏ）であれば非特定検出継続時間の計時が新たに開始される（Ｓ２３）。
【００６４】
　例えば図１６の例では、ａ１の時点で特定検出継続時間の計時が、ａ２の時点で非特定
検出継続時間の計時が開始され、図１７の例では、ｂ１，ｂ３の時点で特定検出継続時間
の計時が、ｂ２の時点で非特定検出継続時間の計時が開始される。
【００６５】
　一方、エラー発生判定処理（図１２）のＳ１１で原点検出スイッチ７１の検出状態に変
化がなかったと判定された場合（Ｓ１１：Ｎｏ）には、例えば図１４に示す判定処理（Ｓ
１３）が実行される。この判定処理（図１４）では、まず原点検出スイッチ７１はＯＮで
あるかＯＦＦであるかが判定される（Ｓ３１）。そして、ＯＮの場合（Ｓ３１：Ｙｅｓ）
には特定検出継続時間が予め設定された特定エラー判定時間を超えた場合に（Ｓ３２：Ｙ
ｅｓ）、ＯＦＦの場合（Ｓ３１：Ｎｏ）には非特定検出継続時間が予め設定された非特定
エラー判定時間を超えた場合に（Ｓ３３：Ｙｅｓ）、エラー判定条件が満たされたものと
してエラー発生と判定される（Ｓ３４）。
【００６６】
　ここで、特定エラー判定時間は特定継続時間（ここでは６００ｍｓ）よりも長い時間に
、非特定エラー判定時間は非特定継続時間（ここでは５４００ｍｓ）よりも長い時間に、
夫々設定する必要がある。本実施形態では、特定エラー判定時間は、特定継続時間である
６００ｍｓよりも若干長い１０００ｍｓに設定され、非特定エラー判定時間は、非特定継
続時間よりも長いだけでなく、これに特定継続時間を加算した６０００ｍｓ、即ち振り分
けパターンの周期よりも更に若干長い６２００ｍｓに設定されているものとする。
【００６７】
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　即ち本実施形態では、振り分け制御手段１０３により、５４００ｍｓ（非特定継続時間
）の通常案内状態と６００ｍｓ（特定継続時間）の特定案内状態とに交互に切り替わるよ
うに振り分け駆動手段６６が制御されているにも拘わらず、原点検出スイッチ７１がＯＦ
Ｆ（非特定検出状態）のままで非特定エラー判定時間である６２００ｍｓを超えるか、又
はＯＮ（特定検出状態）のままで特定エラー判定時間である１０００ｍｓを超えた場合に
、エラーが発生したものと判定されるようになっている。
【００６８】
　そして、エラー発生判定処理（図１２）では、Ｓ１３の判定処理（図１４）でエラー発
生と判定されたことを条件に（Ｓ１４：Ｙｅｓ）、エラー状態が開始されると共に（Ｓ１
５）、エラーフラグにエラー状態中で且つエラー原因が未だ解消されていない場合に対応
する２がセットされ（Ｓ１６）、エラー継続時間の計時が新たに開始される（Ｓ１７）。
なお、エラー状態が開始されると、そのエラー状態が解除されるまで、後述のエラー処理
手段９９によるエラー処理が実行される。
【００６９】
　図１６の例では、ａ３の時点で非特定検出継続時間が非特定エラー判定時間である６２
００ｍｓを超えたと判定され、図１７の例では、ｂ４の時点で特定検出継続時間が特定エ
ラー判定時間である１０００ｍｓを超えたと判定され、夫々エラー状態が開始される。
【００７０】
　以上のエラー発生判定処理（Ｓ２）においてエラー発生と判定されてエラーフラグに０
以外の値がセットされると、振り分けエラー判定処理（図１１）において例えば図１５に
示すエラー解除判定処理（Ｓ３）が実行される。このエラー解除判定処理（図１５）では
、まずエラー継続時間が予め設定されたエラー解除判定時間に達したか否かが判定される
（Ｓ４１）。
【００７１】
　ここで、エラー解除判定時間は、エラー発生後、エラー状態を解除するか否かを判定す
るまでの時間であり、少なくとも振り分けパターンの周期（ここでは６０００ｍｓ）より
も長い時間に設定することが望ましい。本実施形態では、エラー解除判定時間を、振り分
けパターンの周期の５倍にあたる３００００ｍｓに設定している。なお、エラー状態は、
その発生から少なくともエラー解除判定時間が経過するまでは解除されないため、このエ
ラー解除判定時間をある程度長い時間に設定しておけば、例えばエラー発生の原因が不正
行為によるものであった場合にその発見がより容易となる。
【００７２】
　エラー継続時間がエラー解除判定時間に達するまでの間は（Ｓ４１：Ｎｏ）、例えば以
下のようにエラー発生判定処理（図１２）と略同様の処理によりエラー原因が解消したか
否かの判定が行われる。即ち、まず原点検出スイッチ７１の検出状態に変化があったか否
かが判定される（Ｓ４２）。そして、Ｓ４２で原点検出スイッチ７１の検出状態に変化が
あったと判定された場合（Ｓ４２：Ｙｅｓ）には、とりあえずエラー発生の原因は解除さ
れたものとしてエラーフラグに１がセットされる（Ｓ４３）と共に、例えばエラー発生判
定処理（図１２）のＳ１２と同じ計時開始処理（図１３）が実行される（Ｓ４４）。
【００７３】
　そして、Ｓ４２で原点検出スイッチ７１の検出状態に変化がなかったと判定された場合
（Ｓ４２：Ｎｏ）には、エラーフラグが１であることを条件に、例えばエラー発生判定処
理（図１２）のＳ１３と同じ判定処理（図１４）が実行され（Ｓ４６）、ここでエラー発
生と判定された場合には（Ｓ４７：Ｙｅｓ）、エラーフラグが２に戻される（Ｓ４８）。
【００７４】
　そして、エラー継続時間がエラー解除判定時間に達すると（Ｓ４１：Ｙｅｓ）、エラー
フラグが１，２の何れであるかが判定される（Ｓ４９）。ここでエラーフラグが２であれ
ば（Ｓ４９：Ｎｏ）、エラー継続時間がリセットされ（Ｓ５０）、その時点から更にエラ
ー解除判定時間が経過するまでこのエラー解除判定処理（図１５）が繰り返される。
【００７５】
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　一方、Ｓ４９においてエラーフラグが１であれば（Ｓ４９：Ｙｅｓ）、エラー解除と判
定されてエラー状態が終了し（Ｓ５１，Ｓ５２）、エラーフラグに０がセットされる（Ｓ
５３）。
【００７６】
　図１６の例では、１回目のエラー解除判定時（ａ４）にはエラーフラグが２のままであ
るためにエラー状態は解除されていないが、その後の例えばａ５の時点で原点検出スイッ
チ７１がＯＦＦからＯＮに切り替わってエラーフラグが１となり、そのまま維持されたこ
とにより２回目のエラー解除判定時（ａ６）にエラー状態が解除されている。一方、図１
７の例では、１回目のエラー解除判定時（ｂ７）までのｂ５の時点で原点検出スイッチ７
１がＯＮからＯＦＦに切り替わってエラーフラグが一旦１となったが、その後のｂ６の時
点で非特定検出継続時間が非特定エラー判定時間である６２００ｍｓを超えたと判定され
てエラーフラグが再び２となり、そのまま維持されたことにより１回目のエラー解除判定
時（ｂ７）にはエラー状態が解除されていない。
【００７７】
　このように、本実施形態では、エラー発生後、エラー解除判定時間が経過する毎にエラ
ー解除の判定を行うが、エラー発生後にエラー判定条件を満たさなくなり、且つその状態
がエラー解除判定時まで継続している場合にのみエラー解除と判定され、例えば一旦エラ
ー判定条件が満たされなくなっても、エラー解除判定時までに再度エラー判定条件が満た
された場合にはエラー解除とは判定されないようになっている。
【００７８】
　エラー処理手段９９は、振り分け動作エラー判定手段９８によりエラー発生と判定され
てエラー状態が開始された場合に、そのエラー状態が終了するまで、画像・音声・ランプ
等によるエラー報知、遊技停止（発射動作、払い出し動作等の停止）、特定領域検出スイ
ッチ７４の無効化等のエラー処理を実行するように構成されている。
【００７９】
　制御コマンド送信手段１００は、所定の制御コマンドを一方向通信により演出制御基板
８０ｂ等のサブ制御基板側に送信して制御指令を与えるためのもので、普通図柄処理手段
８４による普通図柄処理に基づいて普通演出図柄の変動制御コマンド、例えば変動時間を
指定する変動時間指定コマンド、停止図柄を指定する停止図柄指定コマンド、変動停止を
指定する変動停止指定コマンド等を演出制御基板８０ｂ側に送信する機能、振り分け入賞
制御手段９６による振り分け入賞制御に基づいて、振り分け演出図柄の変動制御コマンド
、例えば振り分け演出図柄の変動開始を指定する振り分け演出開始コマンド、振り分け演
出図柄の停止を指定する振り分け演出停止コマンド等を演出制御基板８０ｂ側に送信する
機能、エラー処理手段９９のエラー処理動作に基づいてエラー状態開始コマンド、エラー
状態終了コマンド等を演出制御基板８０ｂ側に送信する機能等を備えている。
【００８０】
　演出制御基板８０ｂは、普通演出図柄表示手段１６、振り分け演出図柄表示手段２１、
音声出力手段１０４、ランプ手段１０５等の各種演出手段を制御するためのもので、普通
演出図柄制御手段１１１、振り分け演出図柄制御手段１１２、エラー報知制御手段１１３
等を備えている。
【００８１】
　普通演出図柄制御手段１１１は、普通演出図柄表示手段１６の表示制御を行うもので、
主制御基板８０ａ側から送信される普通演出図柄の変動制御コマンドに基づいて、例えば
ある時は普通図柄表示手段２４による普通図柄の変動と時間的に同期して普通演出図柄表
示手段１６上で普通演出図柄を変動させ、またある時は普通図柄の変動と同期することな
く普通演出図柄表示手段１６上で普通演出図柄を独自に変動させ又はその他の演出画像を
表示させるように構成されている。
【００８２】
　振り分け演出図柄制御手段１１２は、振り分け演出図柄表示手段２１の表示制御を行う
もので、主制御基板８０ａ側から送信される振り分け演出図柄の変動制御コマンドに基づ
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いて、例えば開閉式入賞口３５への遊技球の入賞と同時に振り分け演出図柄の変動を開始
させ、その遊技球が振り分け可動手段４０により特定通路３８側に振り分けられて特定領
域検出スイッチ７４がそれを検出した場合に「７」等の特定図柄で、それ以外の場合に　
「－」等の非特定図柄でその変動を停止させるように構成されている。
【００８３】
　エラー報知制御手段１１３は、普通演出図柄表示手段１６等の画像表示手段、音声出力
手段１０４、ランプ手段１０５等の報知手段による振り分け動作エラー、その他のエラー
の報知を制御するもので、主制御基板８０ａ側から送信されるエラー状態開始コマンド、
エラー状態終了コマンド等に基づいて、エラー状態の開始から終了まで、普通演出図柄表
示手段１６等の画像表示手段にエラー報知画像を表示し、音声出力手段１０４によりエラ
ー報知音声を出力し、ランプ手段１０５を所定のエラー報知パターンで発光させる等のエ
ラー報知動作を実行するように構成されている。
【００８４】
　以上説明したように、本実施形態のパチンコ機では、振り分け可動手段４０による特定
案内状態と通常案内状態との切り替え動作に対応して特定検出状態と非特定検出状態とに
切り替わるように構成された原点検出スイッチ７１と、この原点検出スイッチ７１の検出
状態が所定のエラー判定条件を満たした場合にエラー発生と判定する振り分け動作エラー
判定手段９８と、この振り分け動作エラー判定手段９８によりエラー発生と判定された場
合に所定のエラー処理を実行するエラー処理手段９９とを備え、特定検出状態の継続時間
が予め定められた特定エラー判定時間を超えたか、又は非特定検出状態の継続時間が予め
定められた非特定エラー判定時間を超えた場合にエラー判定条件が満たされたものと判定
されるように構成されているため、振り分け可動手段４０の動作異常を早期に発見するこ
とができ、無用のトラブルや不正行為による損害を防止することが可能となる。
【００８５】
　また、実施形態の振り分けパターンでは、特定案内状態、通常案内状態の各継続時間が
夫々一定の特定継続時間、通常継続時間に設定され、特定エラー判定時間は特定継続時間
より、非特定エラー判定時間は通常継続時間より夫々長い時間に設定されているが、特定
エラー判定時間は振り分けパターンの周期よりは短い時間に設定されているため、特定案
内状態のまま維持される異常状態が発生した場合には迅速にエラー状態を開始させること
により不正行為等による被害を最小限に抑えることができ、一方で非特定エラー判定時間
は振り分けパターンの周期よりも長い時間に設定されているため、若干の動作遅れにより
正常状態に復帰するような軽微な異常の場合にはエラーとは判定しないでそのまま遊技を
継続させることができる。
【００８６】
　振り分け可動手段４０は、振り分け可動部材６５と、この振り分け可動部材６５を通常
案内状態に対応する位置と特定案内状態に対応する位置との間で移動させる振り分け駆動
手段６６とで構成されており、原点検出スイッチ７１が振り分け可動部材６５と同期して
動作するジョイント部材６７上の被検出部７２を検出した状態が特定検出状態、被検出部
７２を検出していない状態が非特定検出状態となっているため、振り分け可動手段４０に
よる実際の動作状態を正確に検出することが可能である。
【００８７】
　振り分け動作エラー判定手段９８は、エラー発生と判定した後、原点検出スイッチ７１
の検出状態に基づいてエラー解除判定を行うように構成され、エラー処理手段９９は、振
り分け動作エラー判定手段９８によりエラー解除と判定された場合にエラー処理を終了す
るように構成されているため、振り分け可動手段４０による実際の動作状態に応じてエラ
ー処理を終了させることができる。
【００８８】
　振り分け動作エラー判定手段９８は、エラー解除判定を、所定のエラー解除判定時間が
経過する毎に行うように構成されているため、短時間にエラーが解消された場合でも一定
時間はエラー処理を継続することができ、例えばエラー発生の原因が不正行為によるもの
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であった場合にその発見がより容易となる。
【００８９】
　エラー解除判定時間は、振り分けパターンの周期よりも長い時間に設定されており、ま
た振り分け動作エラー判定手段９８は、エラー解除判定時間内にエラー判定条件が満たさ
れなくなった場合にエラー解除と判定するように構成されているため、エラー原因が解消
されたか否かを確実に判定することができる。
【００９０】
　以上、本発明の実施形態について詳述したが、本発明はこれらの実施形態に限定される
ものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。例えば実施形
態では、エラー状態開始後にエラー判定条件が満たされなくなり、かつその状態がエラー
解除判定時間経過時まで維持されていた場合にエラー解除と判定するように構成したが、
例えば図１８に示すように、エラー解除判定処理において、エラー継続時間がエラー解除
判定時間に達するまでの間に原点検出スイッチ７１の検出状態に変化があれば（Ｓ４２：
Ｙｅｓ）、エラーフラグを１に切り替えて（Ｓ４３）そのまま維持し（Ｓ４１ａ）、エラ
ー解除判定時間経過時にエラー解除と判定するように構成してもよい。
【００９１】
　実施形態では、原点検出スイッチ７１を主制御基板８０ａ側に接続したが、原点検出ス
イッチ７１を演出制御基板８０ｂ側に接続してもよい。但しこの場合には、エラー処理と
してエラー報知等のみしか行うことができず、遊技停止（発射動作、払い出し動作等の停
止）、特定領域検出スイッチ７４の無効化等、遊技制御に関するエラー処理を行うことは
できない。
【００９２】
　振り分け状態検出手段７１は、振り分け可動手段４０による特定案内状態と通常案内状
態との切り替え動作に対応して特定検出状態と非特定検出状態とに切り替わるものであれ
ばどのようなものでもよい。例えば、実施形態とは逆に、振り分け可動手段４０が通常案
内状態側にあるときにＯＮになるものであってもよい。また、実施形態では被検出部７２
をジョイント部材６７上に設けたが、例えば振り分け可動部材６５上に設けてもよい。
【００９３】
　振り分け可動手段４０は、遊技球を特定領域３８側に案内する特定案内状態とそれ以外
の通常案内状態とに切り替え可能なものであればどのようなものでもよく、実施形態のよ
うに特定領域３８の流入口を開閉するものの他、特定領域３８の位置を移動させるもの等
でもよい。
【００９４】
　開閉式入賞口３５、停留手段３７等は必須ではなく、遊技球が何らかの手段により振り
分け可動手段４０側に案内されるようになっていればよい。
【００９５】
　また、本発明はパチンコ機に限らず、アレンジボール機、雀球遊技機等の各種の弾球遊
技機においても同様に実施することが可能である。
【符号の説明】
【００９６】
　３８　特定通路（特定領域）
　４０　振り分け可動手段
　６５　振り分け可動部材
　６６　振り分け駆動手段
　６７　ジョイント部材（部材）
　７１　原点検出スイッチ（振り分け状態検出手段）
　７２　被検出部
　９８　振り分け動作エラー判定手段
　９９　エラー処理手段
１０３　振り分け制御手段
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